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件   名                頁 

 

（教育指導部） なし 

（学校運営部） なし 

（子ども家庭部） 

(１)５受理番号３９ どの子も健やかに成長できる質の高い保育、父母のニーズ 

に対応した保育を実施するために、待機児童対策、施設・ 

環境・体制の整備・拡充などを求める陳情・・・・・・・・２ 

(２)５受理番号４８ 保育士配置の最低基準の引き上げと国民の負担増を伴わな 

い保育予算の大幅な増額を求める意見書を国と東京都に提 

出することを求める請願・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

(３)６受理番号１１ 子どもを産み育てやすい新たな制度を求める請願 ・・・・・８ 

 

（ 教 育 委 員 会 ） 



件  名 

５受理番号３９ 

どの子も健やかに成長できる質の高い保育、父母のニーズに対応した保育

を実施するために、待機児童対策、施設・環境・体制の整備・拡充などを求

める陳情 

所管部課名 
子ども家庭部 保育・入園課 

子ども政策課、私立保育園課、幼稚園・地域保育課 

陳情の要旨 

１ 第一次不承諾をなくすための待機児童対策を講じること。また、年度途

中の入所希望にも応えるなど父母のニーズに対応した待機児対策をすすめ

ること。 

２ 老朽化し、園児に危険が及ぶ可能性もありうる施設の職員の声を聴き、

ただちに改築・改修を行うこと。施設によって保育環境に差がでることの

ないよう保育環境を整えること。 

３ 必要な人数の保育士を配置し、支援を必要とする園児の体制の強化をす

ること。 

４ ０歳～２歳の保育料を無料にすること。 

５ 公立保育園３１園を廃止にする計画を撤回すること。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

１ 待機児童解消アクション・プラン（令和６年度版）に基づく対応 

（１）足立区教育・保育の質ガイドラインの活用

区内のどの教育・保育施設等に通っていても、一定レベルの教育・

保育サービスを受けられるように「足立区教育・保育の質ガイドライ

ン」の活用を促進し、保育環境の整備・安定化に向けた対策を進めて

いる。 

（２）年度途中の利用（待機）状況の実態把握と対応策

年度途中の待機児童の実態を把握するため、令和４年度から１０月

１日現在での待機児童数の調査を開始した。 

ア １０月１日現在の待機児童数

年齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

令和４年度 ３５名 ５名 １名 ０名 ０名 ０名 41 名 

令和５年度 ３７名 １３名 ０名 ０名 ０名 ０名 50 名 

令和６年度 ４４名 ２７名 ３名 ０名 ０名 ０名 74 名 

イ 年度途中の待機児童対策

① ベビーシッター利用支援事業（待機児童支援）

② 保育事業者へ入所保留者の発生状況等を情報発信

③ 入所不承諾となった保護者への情報提供の強化

内容及び 

経過 

2



２ 公立保育園・こども園の更新計画について 

  多くの公立園が築４０年以上を経過しており、多様化する保育ニーズ

に適切に対応しながら、保育の質の維持・向上を図るために、今後３０

年間にわたる、「足立区立保育園・こども園施設更新計画」を令和５年

３月に策定した。 

（１）対象施設

ア 公立（直営）の保育園・こども園（全３０園(令和５年４月現

在)）を対象とした。 

イ 指定管理者が運営している公設民営の保育園（区立認可外施設を

含む１５園（令和５年４月現在））は、「足立区待機児童アクショ

ン・プラン」における地域ごとの需要分析等を踏まえ、各施設の更

新時期等に「民営化」「統廃合」等の方針を決定していく。 

（２）施設更新の基本方針

ア 対象施設の中から、地域における中心的な役割を担う「拠点園」

を選び、施設更新を行い、存続させる。 

イ 更新時期は築年数から６０年経過を一定の基準とし、更新は建て

替えを原則とする。 

ウ 都営住宅に併設されている施設は都営住宅の建て替えに合わせて

更新時期を検討する。 

エ 単独設置の施設の更新は、現在の施設の設置場所とは別に用地を

確保した上で、仮設園舎または新園舎を確保した用地に建築する。 

オ 拠点園以外の園については、園運営に必要な修繕は適切に実施す

るが、長寿命化のための大規模な改修は行わず、築年数やエリアの

保育需要に応じて、閉園または民営化を検討する。 

（３）更新計画の考え方

ア その時々の待機児童数や周辺地域の保育需要、施設の老朽化の状

況を勘案し、最適な施設配置を判断していく。 

イ 拠点園として定めた１６園は、あくまでも令和５年３月時点での

暫定目標数であり、必要に応じて柔軟に見直しを行う。 

ウ 老朽化した施設の立て直しの計画実現に向けては、一時的に利用

する仮園舎を建設するための用地の確保が課題ではあるが、今後も

保育施設の建設に適した用地を見定めながら、保育施設の更新を進

める。 

内容及び 

経過 

3



３ 保育士の配置基準について 

（１）従来の国及び都基準を基本とし、適正な配置を行っている。また、

小規模園や一時保育実施園等、園の運営体制により、常勤職員の加配

を行っている。 

（２）支援を必要とする園児の受け入れは、会計年度任用職員を追加配置

することで対応しており、原則として支援児が 1 名以上のクラスに 1

名、施設の状況や児童の状態に応じて、さらに追加で配置している。 

４ ０歳～２歳児の保育料について 

（１）認可保育施設等

働きながら子どもを持ちたいと願う方の経済的負担を支援する都の

方針を踏まえ、保育所等を利用する０～２歳児課税世帯の第１子の保

育料の無償化を令和７年９月より実施する予定 

児童数 
０～２歳児 ３～５歳児 

課税 非課税 所得制限なし 

第１子 ①区民税額等により算定

保育料：5,100～75,500円/月

➡無償
(約 2,200人) 

③無償
(約 500 人) 

④無償
(約 7,400人) 

第２子 

以降 

②無償
(約 2,400人) 

※ 今回改正対象は①。②～④は無償化対応済

※ 対象施設は、認可保育所、認定こども園（長時間利用）､

小規模保育、家庭的保育（保育ママ）、区立認可外保育施設等 

（２）認証保育所等

認証保育所の利用者に対し、足立区認証保育所保育料負担軽減事業

制度要綱に基づき、次ページの表のとおり保育料の負担軽減を行って

いる。また、私立幼稚園預かり保育、私立認可外保育施設、ベビーシ

ッター利用支援事業（待機児童支援）の利用者に対し、保育料の負担

軽減を実施している。 

内容及び 

経過 
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※ 令和７年９月から第１子の補助額を第２子と同額にするほか、

全体で拡充する予定 

５ 公立保育園数の見直しについて 

  公立園１６園を地域における中心的な役割を担う「拠点園」と位置づ

け、施設の更新を行い、存続させる。 

ただし、拠点園として定めた１６園は、あくまでも令和５年３月時点

での暫定目標数であり、必要に応じて柔軟に見直しを行う（再掲）。 

※ 施設更新計画は項番２のとおり

保育の 

必要性 
子ども数 

０～２歳児クラス 

課税 非課税 

なし 

第１子 
月 80,000円まで補助 

［拡充前：月 40,000円まで］ 

月 55,000円まで補助 
［拡充前：月 42,000円まで］ 

第２子以降 
月 80,000円まで補助 

［拡充前：月 67,000円まで］ 

月 80,000円まで補助 
［拡充前：月 67,000円まで］ 

あり 
第１子 上記第１子と同じ 月 80,000円まで補助 

［拡充前：月 67,000円まで］ 第２子以降 上記第２子以降と同じ 

内容及び 

経過 
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件  名 

５受理番号４８  

保育士配置の最低基準の引き上げと国民の負担増を伴わない保育予算の 

大幅な増額を求める意見書を国と東京都に提出することを求める請願 

所管部課名 
子ども家庭部 子ども政策課 

保育・入園課、私立保育園課、幼稚園・地域保育課 

請願の要旨 
国と東京都に対して、保育士配置の最低基準の引き上げと国民の負担増

を伴わない保育予算の大幅な増額を求める意見書を提出してください 

請願者等 請願文書表のとおり 

紹介議員名 ぬかが 和子議員、西の原 ゆま議員、土屋 のりこ議員 

内容及び 

経過 

１ 保育士配置基準 

子どもの年齢 
国及び都の配置基準 

（児童 対 保育士） 

足立区の配置基準 

（児童 対 保育士） 

０歳児 ３対１ ３対１ 

１歳児 ６対１ ５対１ 

２歳児 ６対１ ６対１ 

３歳児 １５対１ １５対１ 

４・５歳児 ２５対１ ２５対１ 

※ 根拠法令

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（国）

東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

（都）

２ 足立区の保育士配置 

足立区では、国及び都基準を遵守した上で運営を行っている。ただし、

児童の状態や園の状況に応じた保育士の増配置を行っている。 

ア １歳児の保育士配置は５対１としている。

イ 支援を要する児童に対する保育を充実させるために、児童の状態に

応じて保育士の増配置を行っている。 

［参考］令和６年度１か月平均 ２６９名 
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３ 私立保育園への扶助状況 

足立区保育扶助要綱及び足立区私立保育所入所児童等に対する法外援護 

実施要綱に基づき、以下のとおり国基準を上回る保育士配置を私立保育園 

に求めており、その費用を独自に扶助している。 

ア １歳児の配置を５対１とすること（国基準６対１）

イ 定員２０～６０人及び９１人以上の施設は保育士１名を増配置するこ

と（充実保育士加算） 

ウ 定員６１～１２９人の施設は保育士１名、定員１３０人以上の施設は

保育士２名を増配置すること（１１時間開所保育士加算） 

エ 発達支援児の処遇向上、１１時間の開所時間の保育充実、産休等職員

の代替等のための非常勤保育士等を配置すること 

４ 国及び都への要望 

（１）保育士配置基準の引き上げについて

これまでの配置基準算定において、支援を要する園児数が考慮されて

いない等の理由から、現在の多様化する保育ニーズに合わせた基準へ見 

直すように、令和５年２月に特別区長会を通して国及び都に要望した。 

 令和５年１２月には、国から配置基準の見直しが発表され、令和６年

４月から新基準が施行された。 

（２）保育予算の増額について

保育士等住居借上げ支援事業への補助について、保育士確保・定着に

対して有効なため、特別区長会を通して国及び都に対して事業の充実と 

継続を求める要望を合わせて行った。 
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件  名 
６受理番号１１ 

子どもを産み育てやすい新たな制度を求める請願 

所管部課名 

子ども家庭部 子ども政策課 

こども家庭相談課 

衛生部 保健予防課 ほか 

請願の要旨 

１ 妊娠中から子どもが小学校に就学するまで、保健師などの様々な専門家

が母子支援を行うことを求めます。 

２ 保健師などが妊婦だけでなく、夫やパートナー、上の子どもなどに対し

て日頃の不安を聞き取り、子育てアプリを活用した支援事業を導入し、家

族の養育力を高めるための支援を行う事を求めます。 

３ （仮称）子ども版地域包括支援センターを構築し、ＮＰＯ等の地域支援

者と協力し、利用者目線で継続的な伴走型支援の展開を求めます。 

４ 子ども子育て世帯に特化した、孤独・孤立対策を求めます。 

請願者等 請願文書表のとおり 

紹介議員名 長谷川 たかこ議員 

内容及び 

経過 

１ 現状 

（１）ＡＳＭＡＰによる「妊娠期からの切れ目のない寄り添い型支援」

別紙１のとおり

ア 全妊娠届出書の記載内容と区独自の質問票及びスマイルママ面接か

らリスクアセスメントを行い、支援区分を判定。そのレベルに応じて

訪問や面接・電話などで、きめ細やかに妊産婦への指導や相談・助言 

イ 特に支援・指導を必要とする精神的・経済的にリスクの高い妊婦に

は、妊娠期の訪問に引き続き、赤ちゃん訪問を複数回行うなど、手厚

い支援 

ウ 保健予防課及び保健センターは、地区担当制により、同一の担当に

よる相談・支援体制を構築 

エ すべての妊産婦に東京都の「とうきょうママパパ応援事業」（伴走型

相談支援）・「東京都出産・子育て応援事業」（経済的支援）、国の「出

産・子育て応援給付金事業」等を活用し、身近で相談に応じる「伴走

型支援」と現金やこども商品券を支給する「経済的支援」を一体的に

実施 

（２）家族の養育力を高めるための支援

ア 保健師・助産師による家庭訪問時

※ 兄弟や夫・パートナーからの相談などは可能。その中で、医療

が必要と判断した場合は、医療機関へ繋ぐ。 
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イ 児童福祉法に基づき、子ども家庭支援員等が支援の必要な家庭に対

して訪問し、家事・子育て支援を実施するとともに虐待リスク等の高

まりを未然に防止 

① 子育て世帯訪問支援事業（令和６年度実績 ８２９件）

② 養育支援訪問事業（令和６年度実績 ９５８件）

③ あだち・ほっとほーむ事業（令和６年度実績 ４９１件）

（３）アプリ等を活用した相談環境の整備

佐賀県版ネウボラ相談支援については、令和７年１月に東京都が同様

の機能として、ＳＮＳによる相談機能（ギュッとチャット）を提供開始。

区のホームページでも事業案内ページを作成。 

（４）子育て包括支援センター事業での伴走型支援

母子保健法に基づき、保健師等の専門スタッフが、妊娠期から子育て

期までの相談・支援を切れ目なく包括的に実施 

① スマイルママ面接

（令和６年度実績 ４,６９８件） 

② こんにちは赤ちゃん訪問

（令和６年度実績 ４,１００件 ※実績は令和７年５月２０日現在）

③ マザーメンタルヘルス事業

（令和６年度実績 ５３回・３６件） 

④ 育児栄養相談【保健センターで実施】

（令和６年度実績 ５０３件） 

⑤ 健やか親子相談【主に住区センターで実施】

（令和６年度実績 ３７６回・３,７６５件） 

⑥ 母子保健にかかる各種教室

アレルギー予防､生活リズム､発達､授乳・卒乳等をテーマに実施

（５）子ども子育て世帯に特化した、孤独・孤立支援について

別紙２のとおり

２ こども家庭センターの機能設置に伴う連携強化 

令和７年１０月から予定されているこども家庭センター開始に伴い、母

子保健機能と児童福祉機能の一体的に相談支援を図り、子育て家庭訪問事

業など一体的な運営に資する取り組みを実施していく。 

３ 問題点等 

国は、「こども未来戦略方針」を打ち出している。今後も出産・子育て

にかかわる支援策について新規、拡充が予想され、必要に応じた対策を講

じていく。 
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別紙　１

令和７年度　衛生部資料

Ａ Ｓ Ｍ Ａ Ｐ

気づきのしくみづくり

１ 母子保健コーディネーターや地区担当
保健師が妊娠届出時の内容や区独自
の質問票を確認。さらにスマイルママ面
接事業で全妊婦と面談し、支援区分を
ABCDの４段階で判定。妊娠中の身体
管理や産後の育児困難、生活困窮が
予想される妊婦を把握する。特に支援
を要する特定妊婦（D妊婦）は母子保健
コーディネーターがサポートを行う。

２ 医療機関が身体管理や育児困難、生

活困窮が予想される妊婦を診察した際

に、各保健センター等に情報提供して

もらう仕組みを構築。

支援レベルの確認及び支援

Ａ妊婦：妊娠届出内容により状況を確
認し、妊娠期の継続支援は必
要ない者

Ｂ妊婦：Ｃ妊婦と判定されたが、状況が
改善された者

Ｃ妊婦：電話及び訪問での状況確認後、
身体的・心理的な継続支援が
必要な者
→ 支援計画作成
→ 妊娠期と産後に３回以上の

電話や家庭訪問を実施

Ｄ妊婦：出産前後で継続支援が特に必
要な者
→ 支援計画作成
→ 妊娠期と産後に４回以上の

家庭訪問を実施

連携体制の構築

こども家庭相談課、福祉事務所、福

祉まるごと相談課、医療機関、保育施

設や子育て支援ＮＰＯ等の関係機関

と連携した早期の対応で、育児困難

状態を未然に防ぐ。

【連携事例】
① こども家庭相談課と支援対象者

の情報共有
② 産婦人科に妊婦健診同行受診
③ 福祉事務所に生活保護相談の

同行
④ 子育て支援事業等の紹介
⑤ 保育施設入所手続き説明
⑥ 医療機関とのカンファレンス

気 づ く 支 え る つ な ぐ
妊娠届出書の内容等から
支援を要する妊婦を把握

面接・訪問を実施し、個別
の状況に合わせた、支援
計画を作成

支援計画に基づき、関係
機関と連携協力し、早期
に適切な対応

保健師等が、母子保健事業
の様々な機会に、支援対象
者の育児や生活状況を確認、
支援・見守りを継続

支援状況の確認

１ 保健師等がファミリー学級、こんにちは
赤ちゃん訪問、産後ケア、乳幼児健診、
ファーストバースデーサポート（１歳時）、健
やか親子相談、多胎児家庭移動支援事
業などの機会を捉えて、支援対象妊産婦
やその子どもの育児や生活状況を確認し、
支援・見守りを継続する。

２ 新たに支援が必要な妊産婦や子どもを
早期に把握し、関係機関と連携して、支
援を実施する。

※ 母子保健コーディネーター、地区担当
保健師及び関係機関等が様々な機会
に、支援対象者と顔を合わせて声をか
け、必要な時にいつでも支援できる
ネットワークを構築

母子保健コーディネーターを中心に支援を実施

悩みごとや困り
ごとの相談

生活保護相談
障害者手帳申請

子ども預かり・
送迎等支援事業

障がい福祉センター
あしすと発達支援

受診
カンファレンス

保育施設入所案
内

母子保健コーディネーターが妊娠期から切れ目ない支援を実現し､母子ともに健やかに笑顔で暮らせるあだちを目指す

ASMAP関係機関ネットワーク連絡会議

見 守 る

中央本町地域・

保健総合支援課
竹の塚保健
センター

東部保健
センター

江北保健
センター

千住保健
センター

【妊産婦支援連絡会】で地区担当

保健師と情報共有する。

地域支援拠点 妊産婦支援拠点 関 係 機 関

こども家庭相談課

【産前産後養育支援連絡会】で情報共有する。

母子保健事業の
地域支援拠点に
おいて、地区担
当保健師が、支
援計画に基づき
支援する。

保育・入園課 福祉事務所
福祉まるごと

相談課

子育て支援

ＮＰＯ
医療機関

その他

関係機関

関係機関と相互に連携し、

継続的な見守り支援体制

を構築する。

地
域
の
子
育
て

支
援
策
へ
つ
な
ぐ

地区担当保健師へ支援を引き継ぐ

子ども政策課

「きかせて子育て訪問事業」
「ファミリー・サポート・センター事業」

「養育支援訪問事業」
「あだち・ほっとほーむ事業」
「子どもショートステイ事業」

母子保健
コーディネーター
保健予防課
妊産婦支援係
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件数 関連する主な事業 担当課 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 

女性の自殺者数（20代～
40 代） 
※ 暦年
※ 「人口動態統計」より

18 20 15 10 13 ● 女性向け相談カード配布
● 保育士を対象とした出張ゲートキーパー研修

こころとからだの 
健康づくり課 

若年者の自殺者数（10代） 
※ 暦年
※ 「人口動態統計」より

2 2 4 4 8 ● SOSの出し方教育
● 保護者向けリーフレットの配付
● 児童・生徒向け相談カードの配付
● インターネット・ゲートキーパー事業
● 教員向けゲートキーパー研修

児童虐待相談件数 1,053 1,028 1,464 1,530 1,415 ● 児童虐待防止「オレンジリボンキャンペーン」
● 子育て交流講座「完璧な親なんていない」
● イライラしない子育て講座
● きかせて子育て訪問事業 ※R6から子ども政策課事業
● 養育支援訪問事業 等

こども家庭相談課 

児童虐待該当件数 910 915 1,338 1,435 1,362 

(子育て世代の)ＤＶ認知
件数（20代～40 代） 
※相談件数として算定

80 80 71 79 92 ● 女性相談（ＤＶ相談） 多様性社会推進課 

豆の木相談件数 
(就労資格取得相談除く) 

428 694 682 673 604 ● 豆の木相談室
● サロン豆の木

親子支援課 

養育費相談件数(R3～) 258 214 286 281 ● 養育費支援事業（養育費取り決め支援、養育費確保支援） 

障がい児を育てる親の孤
立対策・支援（外来個別
指導 実人数） 

1,120 1,267 1,227 1,173 1,181 ● 外来個別指導 障がい福祉センター 

ヤングケアラー支援 ● ヤングケアラーに関する普及啓発
※ 子どもや保護者の状態によって各担当所管で支援

こども家庭相談課 

不登校児童・生徒数 977 996 1,162 1,532 1,542 ● 登校サポーターによる登校時のお迎え支援及び学校内の
別室での寄り添い支援

● チャレンジ学級
● あすテップ
● 居場所を兼ねた学習支援
● 家庭学習支援事業

教育相談課 

ひきこもりに関する相談
支援件数（延べ件数） 

872 1,010 911 954 480 ● セーフティネットあだち（委託によるひきこもり支援事
業）での相談支援（電話・来所・メール・訪問）件数
※ 令和６年度から集計方法を変更（令和５年度までは

委託事業者からの架電数も計上）

福祉まるごと相談課 

別紙２ 子ども子育て世帯に特化した孤独・孤立対策 
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